
は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
一
月
、
日
本
で
は
「
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税
措
置
（
少
額
投
資
非
課
税
制

度：

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
）」
が
導
入
さ
れ
る
。
同
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
一
九
九
九
年
四
月
に
導
入
さ
れ
た
「
個
人
貯
蓄
口
座
（Individual

Savings
A

ccounts：

Ｉ
Ｓ
Ａ
）」
と
い
う
投
資
お
よ
び
貯
蓄
に
関
す
る
優
遇
税
制
を
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
あ
ら
ゆ
る

年
齢
層
や
所
得
階
層
（
特
に
若
年
層
や
低
所
得
者
層
）
に
お
け
る
貯
蓄
習
慣
の
普
及
や
、
他
の
先
進
国
と
比
較
し
て
低
水
準
で
あ
る

年
金
以
外
の
金
融
資
産
形
成
支
援
を
目
的
と
し
て
、
ブ
レ
ア
政
権
下
の
ブ
ラ
ウ
ン
財
務
大
臣
（
当
時
）
を
中
心
に
一
九
九
九
年
四
月

に
導
入
さ
れ
た
税
制
優
遇
制
度
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
導
入
時
点
で
は
一
〇
年
間
の
時
限
措
置
（
そ
の
後
に
評
価
の
う
え
制
度
設
計

と
将
来
的
な
計
画
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
）
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
そ
の
後
利
用
者
が
急
速
に
増
加
し
た
こ
と
も
あ

り
、
後
述
す
る
い
く
つ
か
の
課
題
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
二
〇
〇
八
年
に
恒
久
的
な
制
度
と
さ
れ
た
（
恒
久
化
決
定
は
二
〇
〇
七

年
）。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
制
度
的
な
内
容
と
最
近
ま
で
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
後
に
Ｉ

Ｓ
Ａ
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
展
開
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
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イ
ギ
リ
ス
の
個
人
貯
蓄
口
座
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
）
の
現
状
と
展
開

簗
田
　
　
優



１
　
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
制
度
的
概
要
（
１
）

イ
ギ
リ
ス
に
は
も
と
も
と
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
導
入
以
前
か
ら

「
個
人
持
株
計
画
（PersonalE

quity
Plan：

Ｐ
Ｅ
Ｐ
）」

（
一
九
八
七
年
一
月
導
入
）
と
「
特
別
非
課
税
貯
蓄
口
座

（T
ax

E
xem

pt
Special

Savings
A

ccounts：

Ｔ
Ｅ
Ｓ

Ｓ
Ａ
）」（
一
九
九
一
年
一
月
導
入
）
と
い
う
株
式
投
資

お
よ
び
個
人
貯
蓄
に
関
す
る
優
遇
税
制
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
は
改
善
点
こ
そ
あ
っ
た
も
の
の
、
概
ね
成
功
し
て

い
た
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
こ
れ
ら
を
統
合
す
る
形
で
導
入
さ
れ

現
在
の
制
度
に
至
っ
た
制
度
で
あ
る
。
導
入
以
降
は
利

用
者
の
増
加
が
続
き
、
二
〇
一
二
年
度
に
は
一
四
一
八

万
口
座
が
開
設
さ
れ
、
口
座
残
高
は
二
〇
一
一
年
度
末

時
点
で
三
九
〇
九
億
ポ
ン
ド
超
と
な
り
（
２
）、

今
後
も
拡
大

が
見
込
ま
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
、
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
株

式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
（Stocks

&
Shares

ISA

）」
と
「
預
金

型
Ｉ
Ｓ
Ａ
（C

ash
ISA

）」
の
二
つ
で
あ
る
（
３
）（

図
表
１
）。

過
去
に
は
「
生
命
保
険
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
（L

ife
Insurance

（84）

図表１　イギリスISAの制度的概要

※１　年間拠出限度額は毎年変動する。
（出所）HM Revenue ＆ Customs [2013]、日本証券業協会 [2012] を参考に作成

収益分配金の再投資
なし（非課税枠の再利用は不可）

年間拠出額に不算入
引出し制限

株式型ISA 預金型ISA

目的
あらゆる年齢層の国民が金融資産を保有することを支援する
（投資を含む）貯蓄慣習の普及、および国民が貯蓄非課税制度
の享受を平等に受けられるようにする

開設者 満18歳以上の居住者 満16歳以上の居住者
開設数 年間１口座
開設期間 なし（2008年より恒久化）

非課税対象商品

上場株式、証券、英国債、ユニ
ットトラスト、オープンエンド
投信会社の株式、社債ファンド、
インベストメントトラスト、
UCITS適格投資信託、その他
投資信託、公社債、保険、預金
（預金への利息は課税）

預貯金、MMF、ファンド・
オブ・ファンズ

非課税対象 利子、配当、譲渡益等 利子
非課税期間 なし
年間拠出限度額※１ £11,520（2013年） £5,760（2013年）
累計拠出限度額 なし
スイッチング 自由



ISA

）」
も
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
利
用
者
数
が
他
に
比
べ
て
増
加
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
に
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に

統
合
（
吸
収
）
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
お
よ
び
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
、
そ
し
て
中
心
的
存
在
と
は
い
え
な
い
も

の
の
一
定
の
利
用
者
が
い
る
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
制
度
的
概
要
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

（
１
）
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ

株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
こ
れ
を
開
設
可
能
な
の
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
監
督
当
局
の
認
可
を
得
た

証
券
業
者
、
銀
行
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
一
八
歳
以
上
の
居
住
者

が
一
年
度
あ
た
り
一
口
座
開
設
で
き
、
口
座
保
有
期
間
お
よ
び
非
課
税
期
間
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。「
一
年
度
あ
た
り
」
と

い
う
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
口
座
で
あ
れ
ば
毎
年
度
新
規
に
開
設
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
前
年
度
に
開
い
た
口
座
は
、
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
も
他
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
へ
手
数
料
な
し
で
移
管
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
４
）。

ま
た
移
管
す
る
場
合
、
受
け
入
れ
を
申
請
さ
れ
た
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
非
課
税
対
象
金
融
商
品
は
、
株
式
、
債
券
、
投
資
信
託
、
保
険
、
預
金
等
と
さ
れ
て
お
り
、
非
課
税
対
象
は
利
子
、
配
当
、

譲
渡
益
等
で
あ
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
か
ら
生
じ
る
収
益
分
配
金
は
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
も
自
動
再
投
資
で
あ
れ
ば
年
間
拠
出
金

額
に
は
算
入
さ
れ
な
い
。
ま
た
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
は
預
貯
金
の
保
有
も
可
能
で
あ
る
が
、
た
だ
し
預
貯
金
の
利
息
に
つ
い
て

は
非
課
税
と
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
預
貯
金
と
は
、
金
融
商
品
へ
の
投
資
原
資
と
し
て
入
金
し
た
も
の
の
投
資
に
回

さ
れ
て
い
な
い
資
金
、
ま
た
は
投
資
後
の
残
額
を
想
定
し
て
お
り
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
金
融
商
品
へ
の
投
資
奨
励
の
た
め
の
制
度
で

あ
る
た
め
そ
の
よ
う
な
資
金
は
非
課
税
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
投
資
額
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
累
計
投
資
額
の
上
限
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
年
間
投
資
額
は
上
限
が
定
め
ら
れ
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て
い
る
。
こ
の
上
限
は
イ
ン
フ
レ
率
等
を
勘
案
し
て
必
要
に
応
じ
て
変
動
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
は
一
万
一
五
二

〇
ポ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
口
座
か
ら
の
資
金
の
引
出
し
は
自
由
に
行
え
る
が
、
再
預
け
替
え
（
非
課
税
枠
の
再
利
用
）
は

で
き
な
い
。
な
お
、
投
資
金
融
商
品
の
変
更
（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
）
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ

預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
こ
れ
を
開
設
可
能
な
の
は
、
株
式
型
同
様
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
監
督
当
局

の
認
可
を
得
た
証
券
業
者
、
銀
行
、
保
険
会
社
、
投
資
信
託
委
託
会
社
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
し
、
開
設
可
能
年
齢
は
株
式
型
と
こ
と

な
り
一
六
歳
以
上
の
居
住
者
で
、
一
年
度
あ
た
り
一
口
座
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
、
口
座
保
有
期
間
お
よ
び
非
課
税
期
間
は
特
に
定

め
ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
開
設
は
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
開
設
し
て
い
て
も
可
能
で
、
当
然
そ
の
逆
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
同
様
に
口
座
保
有
期
間
と
非
課
税
期
間
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
非
課
税
対
象
商
品
は
預
貯
金
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
、
フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・
フ
ァ
ン
ズ
等
と
な
っ
て
お
り
、
非
課
税
対
象
は
利
子
と
配

当
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
、
収
益
分
配
金
は
年
間
拠
出
額
に
算
入
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
累
計

投
資
額
の
上
限
は
定
め
ら
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
年
間
投
資
可
能
額
は
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
同
様
に
上
限
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
も
イ
ン
フ
レ
率
等
を
勘
案
し
て
必
要
に
応
じ
て
変
動
す
る
。
二
〇
一
三
年
は
五
七
六
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
な
お
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ

も
株
式
型
同
様
に
口
座
か
ら
の
資
金
の
引
出
し
は
自
由
に
行
え
る
が
、
再
預
け
替
え
（
非
課
税
枠
の
再
利
用
）
は
で
き
な
い
。
な
お
、

投
資
金
融
商
品
の
変
更
（
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
）
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
二
〇
〇
八
年
末
ま
で
は
両
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
も
に
年
間
投
資
限
度
額
は
変
動
す
る
こ
と
な
く
一
定
で
あ
っ
た
（
株
式
型
Ｉ
Ｓ

Ａ
は
七
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）。
こ
の
年
間
投
資
限
度
額
は
、
イ
ン
フ
レ
率
の
動
向
を
鑑
み
て
一
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二
〇
ポ
ン
ド
単
位
で
変
動
す
る
。

な
お
、
導
入
当
初
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
株
式
型
や
預
金
型
と
い
っ
た
口
座
内
の
資
産
種
別
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
保
有
可
能
口
座
数
お
よ

び
投
資
可
能
商
品
数
に
よ
り
、
ミ
ニ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（m

ini
ISA

）
と
マ
キ
シ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（m

axi
ISA

）
と
い
う
形
で
分
類
が
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
区
分
は
複
雑
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
金
融
機
関
お
よ
び
利
用
者
か
ら
の
改
善
要
求
も
あ
っ
た
た
め
、
二
〇

〇
八
年
か
ら
は
現
状
の
よ
う
な
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
よ
う
に
（
後
に
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
制
度
化
）
シ
ン
プ
ル
化
さ

れ
た
。

（
３
）
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ

株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
他
に
、
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
（Junior

ISA

）
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
財
政
的
な
理

由
か
ら
廃
止
さ
れ
た
「
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ト
ラ
ス
ト
・
フ
ァ
ン
ド
（C

hild
T

rust
F

unds：

Ｃ
Ｔ
Ｆ
）」
と
い
う
子
供
の
た
め
の
資
産
形

成
フ
ァ
ン
ド
を
代
替
す
る
制
度
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

概
要
と
し
て
は
、
一
八
歳
未
満
の
子
供
を
名
義
人
と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
口
座
を
開
設
し
、
実
際
に
は
名
義
人
の
両
親

や
祖
父
母
が
投
資
を
行
う
口
座
で
、
株
式
型
お
よ
び
預
金
型
の
二
つ
が
あ
る
。
投
資
可
能
商
品
は
通
常
の
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型

Ｉ
Ｓ
Ａ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
年
間
投
資
可
能
限
度
額
は
株
式
型
と
預
金
型
を
合
わ
せ
て
三
六
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
投
資
可
能

商
品
は
、
株
式
、
債
券
、
投
資
信
託
、
保
険
、
預
金
等
と
さ
れ
て
お
り
、
非
課
税
対
象
は
利
子
、
配
当
、
譲
渡
益
等
で
あ
る
。

な
お
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
子
供
を
名
義
人
と
し
た
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
あ
る
た
め
、
当
人
が
一
六
歳
に
な
る
ま
で
は
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た

名
義
人
の
保
護
者
が
管
理
し
、
一
六
歳
か
ら
は
名
義
人
み
ず
か
ら
が
管
理
す
る
。
そ
し
て
名
義
人
が
一
八
歳
に
な
っ
た
時
点
で
名
義

人
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
へ
と
移
管
さ
れ
る
。
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た
だ
し
、
名
義
人
が
一
八
歳
未
満
の
う
ち
は
（
一
六
歳
以
降
で
も
）
資
金
の
引
出
し
が
で
き
ず
、
ま
た
口
座
は
ひ
と
つ
の
Ｉ
Ｓ
Ａ

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
に
し
か
持
て
ず
、
そ
し
て
他
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
口
座
を
開
設
す
る
際
に
は
既
存
口
座
で
保
有
し
て
い
る
金

融
商
品
は
新
し
い
口
座
（
Ｉ
Ｓ
Ａ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
へ
と
移
管
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は
大
き
く
こ
と
な
る
も
の
で
、
ま
た
利
用
額
か
ら
み
て
も
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
し
て

主
流
な
立
場
に
含
ま
れ
る
と
は
い
え
な
い
。

２
　
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
利
用
状
況

こ
こ
か
ら
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
中
心
的
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
る
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
中
心
に
み
て

い
く
。
な
お
、
ジ
ュ
ニ
ア
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
は
中
心
的
位
置
づ
け
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
、
制
度
整
備
か
ら
間
も
な
い
た
め
展
開
の
方

向
性
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
割
愛
す
る
。

全
体
と
し
て
み
る
と
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
年
間
申
込
者
数
（
開
設
口
座
数
）
は
安
定
的
に
増
加
し
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
度
に
は
株
式
型

と
預
金
型
を
合
わ
せ
て
一
四
一
八
万
口
座
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
（
図
表
２
）。
こ
れ
は
各
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
開
設
で
き
る
人
口
の
約
三

〇
％
の
割
合
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
あ
り
、
二
〇
一
二
年
度
末
時
点
で
は
全
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
約
八
〇
％
が
預
金
型
Ｉ
Ｓ

Ａ
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
資
産
残
高
、
つ
ま
り
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
利
用
し
て
の
金
融
商
品
へ
の
投
資
残
高
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ

へ
の
預
貯
金
額
の
合
計
は
、
二
〇
一
二
年
度
末
時
点
で
三
九
〇
〇
億
ポ
ン
ド
超
と
な
っ
た
（
図
表
３
）。
こ
の
金
額
は
、
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
個
人
金
融
資
産
の
約
一
〇
％
を
占
め
る
。
な
お
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
開
設
口
座
数
は
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
圧
倒
的
に
多
い

が
、
資
産
残
高
は
二
〇
一
二
年
度
末
時
点
で
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
一
九
〇
三
億
ポ
ン
ド
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
二
〇
〇
六
億
ポ
ン
ド
と
、

投
資
限
度
額
の
上
限
の
違
い
も
あ
っ
て
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
方
が
や
や
大
き
い
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
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図表２　ISA口座の年間申込者数推移
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（注）株式型ISAと預金型ISAは、2007～2008年度まではミニISAの個別口座であったため、これを分
割。保険型ISAは2005～2006年度以降は株式型ISAに統合された。マキシISAは2008年中に株式
型ISAに統合された。したがって、上図表は預金型と株式型（株式型＋マキシ＋保険型）と読
み替えることが可能。

（出所）HM Revenue ＆ Customs [2013] p.19. を参考に筆者作成

1999～
2000

2000～
2001

2001～
2002

2002～
2003

2003～
2004

2004～
2005

2005～
2006

2006～
2007

2007～
2008

2008～
2009

2009～
2010

2010～
2011

2011～
2012

保険型ISA 116 214 316 356 340 292
マキシISA 3,293 3,402 2,477 1,971 1,643 1,474 1,543 1,617 1,584
株式型ISA 1,278 1,625 1,577 1,604 1,283 1,199 1,523 1,564 1,662 2,960 3,011 3,387 2,896
預金型ISA 4,591 6,018 7,594 8,556 8,789 9,242 9,939 10,387 11,468 12,234 11,426 11,859 11,284

図表３　株式型ISAと預金型ISAの残高推移
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（出所）HM Revenue ＆ Customs

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
預金型ISA 12,618 35,556 52,217 69,866 79,750 97,071 111,024 127,661 142,801 158,384 169,391 191,424 200,607
株式型ISA 16,025 26,271 30,316 34,455 46,825 55,088 70,406 80,105 78,604 116,105 173,521 183,427 190,314



つ
ぎ
に
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ

Ａ
に
お
け
る
保
有
商
品
に
つ
い
て
み
て
い
く

と
（
図
表
４
）、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
オ
ー
プ

ン
・
エ
ン
ド
の
会
社
型
投
資
信
託
、
い
わ
ゆ

るO
E

IC
s

株
式
が
最
も
多
く
、
つ
ぎ
に
多
い

の
が
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
。O

E
IC

s

と
は
、
二
〇
〇
一
年
に
施
行
さ
れ
た
「O

pen-

E
nded

Investm
ent

C
om

pany
R

egulations

2001

」
を
根
拠
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
ユ

ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
と
類
似
し
て
い
る
こ
と

か
ら
多
く
の
ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
が
こ
れ

に
転
換
し
て
い
る
。
他
に
も
イ
ン
ベ
ス
ト
メ

ン
ト
・
ト
ラ
ス
ト
や
Ｕ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
適
格
投
信

な
ど
に
も
投
資
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
合

わ
せ
れ
ば
、
投
資
信
託
の
割
合
は
株
式
型
Ｉ

Ｓ
Ａ
を
利
用
し
て
の
投
資
額
の
八
〇
％
近
く

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
は

投
資
信
託
が
投
資
先
の
中
心
で
あ
る
と
い
え

（90）

図表４　株式型ISAでの保有金融資産残高
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（注）OEICは、Open Ended Investment Company のことで、機関投資家や個人の投資先多様化のた
めに設立された集合投資ヴィークル

（出所）HM Revenue＆Customers [2013]、日本証券業協会 [2013]を参考に筆者作成

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
預貯金 576 785 857 942 1,012 1,287 1,516 1,814 2,479 5,604 4,363 4,437 5,234

株式 1,958 3,162 3,848 5,556 7,711 8,411 10,206 11,977 11,141 17,242 27,138 29,942 30,375

保険 711 779 965 723 936 850 1,138
UCITS適格投信 9 143 42 45 93 285 557 1,888 2,284 4,284 6,757 4,496 4,920
インベストメント･トラスト 286 616 1,065 1,114 1,583 1,861 1,999 2,214 2,059 3,839 5,508 6,966 6,685
社債ファンド 905 1,386 2,006 3,212 4,602 5,657 5,855 5,727 5,035 5,410 8,759 8,977 9,034
OEICsの株式 1,814 4,533 7,007 11,906 19,601 22,658 30,460 35,993 34,820 49,678 76,361 83,820 91,291
ユニット･トラスト 10,160 14,842 13,754 10,479 10,648 13,131 17,565 18,003 17,556 25,345 39,032 40,969 38,154
英国債 198 332 401 568 622 635 513 485 526 1,124 887 1,017 886
証券 119 472 1,336 633 953 1,163 1,024 1,223 1,738 2,855 3,780 1,953 2,327



る
。
な
お
イ
ギ
リ
ス
投
資
信
託
協
会
（Investm

ent
M

anagem
ent

A
ssociation：

Ｉ
Ｍ
Ａ
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
可
能
な

統
計
に
よ
る
と
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
利
用
に
よ
る
投
資
信
託
投
資
は
平
均
契
約
年
数
が
長
く
、
二
〇
一
一
年
で
比
較
し
て
み
れ
ば
Ｉ

Ｓ
Ａ
経
由
が
六
・
五
年
、
そ
れ
以
外
が
三
・
八
年
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
解
約
率
も
同
様
に
Ｉ
Ｓ
Ａ
利
用
の
場
合
の
方
が
低
い
。
投

資
信
託
に
次
ぐ
の
が
株
式
で
、
イ
ギ
リ
ス
歳
入
税
関
庁
（H

M
R

evenue
&

C
ustom

ers

）
に
よ
れ
ば
、
家
計
の
保
有
す
る
投
資
信

託
と
株
式
の
う
ち
三
〇
％
超
が
こ
の
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
経
由
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
利
用
し
て
投
資
さ
れ
て
い
る
投
資
信
託
を
ア
セ
ッ
ト
・
ク
ラ
ス
で
分
類
す
る
と
（
５
）、

中
心
は
株
式
型

投
信
で
あ
り
全
体
の
五
七
％
、
そ
れ
に
続
く
の
が
債
券
型
投
信
と
バ
ラ
ン
ス
型
投
信
で
と
も
に
一
七
％
、
そ
の
他
が
九
％
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
に
は
、
新
興
国
フ
ァ
ン
ド
や
海
外
フ
ァ
ン
ド
な
ど
の
リ
ス
ク
商
品
も
含
ま
れ
て
お
り
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
利
用

者
は
低
リ
ス
ク
商
品
を
選
択
傾
向
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
定
の
割
合
で
リ
ス
ク
商
品
に
も
投
資
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
Ｉ
Ｍ
Ａ
に
よ
る
と
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
イ
ギ
リ
ス
籍
投
資
信
託
へ
投
資
す
る
場
合
の
販
売
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
は
、
か
つ

て
は
独
立
系
金
融
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（IndividualF

inancialA
dvisor：

Ｉ
Ｆ
Ａ
）
や
金
融
機
関
提
携
代
理
人
を
通
じ
る
場
合
が
主
流

で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
時
点
で
は
投
資
信
託
契
約
の
う
ち
約
九
〇
％
が
こ
の
よ
う
な
媒
体
を
経
由
し
た
契
約
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕

組
み
と
し
て
は
、
金
融
機
関
が
専
属
契
約
を
交
わ
し
た
Ｉ
Ｆ
Ａ
や
代
理
人
に
当
該
金
融
機
関
の
販
売
す
る
投
資
信
託
や
金
融
商
品
を

顧
客
に
紹
介
し
て
も
ら
い
、
そ
の
見
返
り
に
金
融
機
関
が
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
手
数
料
を
払
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
利
益
相
反
の
問
題

か
ら
、
二
〇
一
三
年
一
月
以
降
は
こ
の
手
数
料
を
廃
止
（
禁
止
）
し
、
顧
客
か
ら
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
手
数
料
を
支
払
う
方
式
と
し
た
。
そ
れ

も
あ
り
、
最
近
で
は
顧
客
の
側
に
主
体
的
な
商
品
選
択
意
識
と
コ
ス
ト
意
識
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
低
コ
ス
ト
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

経
由
（
フ
ァ
ン
ド
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
経
由
）
が
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
高
ま
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経

由
が
Ｉ
Ｆ
Ａ
経
由
と
並
ん
で
今
後
の
主
流
と
な
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
６
）。

な
お
、
口
座
開
設
に
あ
た
っ
て
は
Ｉ
Ｆ
Ａ
経
由
の
ほ
か
、
イ
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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
や
電
話
、
ま
た
書
類
に
よ
る
申
し
込
み
も
行
わ
れ
て
い

る
。そ

し
て
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
が
預
金
と

な
っ
て
い
る
（
図
表
５
）。
Ｍ
Ｍ
Ｆ
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
八
年
以
降
の
デ
ー

タ
が
収
集
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
過
去
の
推
移
か
ら
み

て
も
、
Ｍ
Ｍ
Ｆ
へ
の
投
資
額
は
二
〇
〇
九
年
以
降
も
大
き
く
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
開
設
者
の
属
性
に
つ
い
て
特
徴
的
な
点
を
挙
げ
る
と
、
開

設
者
に
お
い
て
男
女
差
は
な
い
も
の
の
男
性
は
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
、
女
性
は

預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
好
む
傾
向
が
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
所
得
が
高
ま
る
に
つ

れ
開
設
者
が
多
く
な
り
、
年
齢
が
上
が
る
ほ
ど
口
座
開
設
者
の
割
合
は
高
ま

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
投
資
を
行
っ
て
い
る
人
の
年
齢
構

成
は
六
五
歳
未
満
が
約
八
〇
％
で
、
通
常
の
口
座
に
お
け
る
株
式
保
有
者
に

お
い
て
六
五
歳
未
満
の
割
合
が
約
七
〇
％
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
７
）、

株
式
型
Ｉ
Ｓ

Ａ
で
は
年
金
受
給
年
齢
以
下
の
年
齢
層
の
投
資
意
欲
を
若
干
で
は
あ
る
が
高

め
て
い
る
と
い
え
る
。
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図表５　預金型ISAでの保有金融資産残高
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（出所）HM Revenue＆Customers [2013]、日本証券業協会 [2013]を参考に筆者作成

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
預貯金 12,444 35,017 51,249 68,302 77,510 94,069 107,571 123,945 139,094 158,257 169,264 191,271 200,362
その他 155 127 128 153 246
保険 69

MMF 173 530 957 1,552 2,227 2,990 3,284 3,710 3,636
ファンド･オブ･ファンズ 1 9 11 12 13 12 14 6



３
　
Ｉ
Ｓ
Ａ
導
入
ま
で
の
過
程

Ｉ
Ｓ
Ａ
が
導
入
さ
れ
た
一
九
九
九
年
四
月
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
個
人
投
資
に
関
す
る
優
遇
税
制
と
し
て
、
個
人
持
株
計
画

（
Ｐ
Ｅ
Ｐ
）
と
特
別
非
課
税
貯
蓄
口
座
（
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
）
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
そ
れ
が
Ｉ
Ｓ
Ａ
へ
と
統
合
（
Ｐ
Ｅ
Ｐ

と
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
廃
止
）
さ
れ
て
現
在
の
仕
組
み
が
整
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
Ｐ
Ｅ
Ｐ
お
よ
び
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
ど
の
よ
う
な
意

図
で
導
入
さ
れ
、
そ
の
後
ど
う
展
開
し
た
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
確
認
し
た
い
（
８
）。

そ
の
前
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
個
人
貯
蓄
と
株
式
保
有
構
造
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
と
、
一
九
九
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
個
人

貯
蓄
に
お
い
て
預
貯
金
よ
り
も
年
金
や
生
命
保
険
な
ど
長
期
契
約
の
貯
蓄
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
個
人
貯
蓄
の
う
ち

預
金
（
銀
行
預
金
と
住
宅
金
融
組
合
出
資
金
）
が
二
〇
％
以
下
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
年
金
と
保
険
は
合
わ
せ
て
五
〇
％
超
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
企
業
年
金
へ
の
拠
出
金
や
年
金
基
金
の
運
用
益
に
お
い
て
税
制
優
遇
措
置
が
広
範
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要

因
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
あ
っ
て
株
式
保
有
者
構
造
も
、
年
金
基
金
と
保
険
会
社
が
全
体
の
五
〇
％
程
度
を
占
め
て
い
た
。
一

方
で
、
個
人
の
持
ち
株
比
率
は
一
五
％
か
ら
二
〇
％
程
度
で
、
一
九
六
〇
年
代
が
五
〇
％
超
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
急
激
に
減

少
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
株
主
と
し
て
の
個
人
の
割
合
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い

た
。

（
１
）
個
人
持
ち
株
計
画
（
Ｐ
Ｅ
Ｐ
）
の
導
入
背
景
と
展
開

一
九
七
九
年
に
誕
生
し
た
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
は
、「
階
級
な
き
社
会
」
の
達
成
を
目
標
の
ひ
と
つ
に
掲
げ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た

め
の
方
針
と
し
て
、「
大
衆
資
本
主
義
」
・
「
誰
も
が
株
主
と
な
る
社
会
」
を
掲
げ
た
。
Ｐ
Ｅ
Ｐ
は
そ
の
具
体
化
策
の
ひ
と
つ
と
し
て

一
九
八
七
年
一
月
に
導
入
さ
れ
、
と
く
に
こ
の
時
期
に
積
極
的
に
行
わ
れ
た
国
有
企
業
の
民
営
化
に
よ
り
大
量
に
発
生
し
た
個
人
株
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主
に
積
極
的
に
利
用
さ
れ
た
（
９
）。

ま
た
一
九
九
一
年
に
は
単
一
企
業
Ｐ
Ｅ
Ｐ
も
導
入
さ
れ
た
。

Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
制
度
名
こ
そ
「
計
画
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
非
課
税
口
座
制
度
の
創
設
で
あ
っ
た
。
当

初
、
一
般
Ｐ
Ｅ
Ｐ
は
年
間
二
四
〇
〇
ポ
ン
ド
を
上
限
に
、
複
数
の
上
場
株
式
銘
柄
や
債
券
、
投
資
信
託
へ
の
投
資
か
ら
得
ら
れ
た
配

当
金
（
再
投
資
さ
れ
る
場
合
）
や
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に
つ
い
て
非
課
税
と
す
る
も
の
で
、
単
一
会
社
Ｐ
Ｅ
Ｐ
は
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド

を
上
限
に
特
定
の
ひ
と
つ
の
企
業
の
株
式
へ
の
投
資
か
ら
得
ら
れ
た
配
当
金
が
非
課
税
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
口
座
は
、

監
督
当
局
か
ら
〝
プ
ラ
ン
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
〞
と
し
て
認
可
を
受
け
た
証
券
会
社
や
投
資
顧
問
業
者
等
に
開
設
可
能
で
あ
っ
た
。
単

一
企
業
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
年
間
投
資
上
限
は
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
か
ら
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
般
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
上
限
は
徐
々
に
拡
大
さ
れ
、

一
九
九
一
年
に
は
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と
さ
れ
た
。
な
お
、
一
般
Ｐ
Ｅ
Ｐ
で
は
こ
の
年
間
上
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
投
資
信
託
も
投
資

対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
当
初
、
投
資
信
託
は
現
実
の
投
資
総
額
の
上
限
二
五
％
ま
た
は
上
限
四
二
〇
ポ
ン
ド
ま
で
と
制
限
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
上
限
は
徐
々
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
一
九
九
三
年
以
降
は
投
資
信
託
に
関
す
る
制
限
は
廃
止
さ
れ
、
全
て
を
投
資
信
託

に
投
資
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。

導
入
時
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
は
意
図
し
た
よ
う
な
拡
大
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
初
年
度
の
一
九
八
七
年
度
こ
そ
開
設
口
座
数
も
二
七
万
口
座

あ
っ
た
も
の
の
、
翌
年
は
一
二
万
口
座
と
激
減
し
た
。
年
間
投
資
総
額
も
、
一
九
八
七
年
度
に
は
四
億
八
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
あ
っ
た

も
の
の
、
翌
年
度
に
は
二
億
ポ
ン
ド
と
な
っ
た
（
図
表
６
）。
Ｐ
Ｅ
Ｐ
が
本
格
的
な
拡
大
を
示
し
始
め
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
で
、

具
体
的
に
は
一
九
九
三
年
度
に
Ｐ
Ｅ
Ｐ
枠
を
す
べ
て
使
っ
て
投
資
信
託
に
投
資
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
、
大
手
住
宅
金
融
組

合
の
株
式
会
社
化
（
銀
行
転
換
）
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
新
た
な
個
人
株
主
が
生
ま
れ
（
10
）、

そ
の
株
を
そ
の
ま
ま
転
換
後
の
銀
行
に
Ｐ
Ｅ

Ｐ
を
開
設
し
て
保
有
す
る
こ
と
が
広
く
行
わ
れ
た
一
九
九
七
年
以
降
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
度
末
に
は
、
開
設
口
座
は
四

〇
〇
万
口
座
を
超
え
、
年
間
投
資
総
額
も
一
八
五
億
ポ
ン
ド
に
ま
で
急
速
に
増
加
し
た
。
そ
し
て
Ｐ
Ｅ
Ｐ
が
Ｉ
Ｓ
Ａ
へ
と
統
合
さ
れ
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る
ま
で
に
は
、
口
座
数
は
合
計
で
四
六
二
万
口
座
へ
と
急
増
し
た
。

最
終
的
に
Ｐ
Ｅ
Ｐ
を
利
用
し
た
投
資
残
高
は
、
一
九
八
七
年
末
時
点

の
四
億
四
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
か
ら
一
九
九
三
年
度
初
め
に
は
一
一
八
億

九
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
廃
止
が
決
定
し
た
一
九
九
八
年
度
開

始
時
点
で
七
七
八
億
五
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
と
な
っ
た
。
な
お
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ

は
一
九
九
九
年
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
導
入
に
よ
り
制
度
と
し
て
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

既
に
投
資
さ
れ
た
分
は
そ
の
ま
ま
有
効
と
さ
れ
た
。

一
般
Ｐ
Ｅ
Ｐ
を
利
用
し
て
投
資
さ
れ
た
金
融
商
品
に
つ
い
て
具
体
的

に
み
て
い
く
と
（
図
表
７
）、
導
入
当
初
は
投
資
信
託
へ
の
投
資
に
制
限

が
課
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
主
に
株
式
が
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
一
九
九
三
年
に
投
資
信
託
へ
の
投
資
制
限
が
撤
廃
さ
れ
て
以
降
は
、

株
式
よ
り
も
投
資
信
託
が
投
資
対
象
と
し
て
中
心
と
な
り
、
な
か
で
も

ユ
ニ
ッ
ト
・
ト
ラ
ス
ト
へ
の
投
資
額
が
急
増
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｐ
Ｅ

Ｐ
の
導
入
背
景
に
は
、
国
有
企
業
の
民
営
化
の
過
程
で
個
人
に
割
り
当

て
ら
れ
た
株
式
を
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
利
用
で
保
有
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
個
人
株

主
の
増
加
（
個
人
投
資
家
の
育
成
）
と
資
本
市
場
の
振
興
を
促
す
意
図

が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
に
お
い
て
投
資
信
託
が
中
心
と
な
る

こ
と
は
政
策
意
図
か
ら
は
願
わ
し
く
な
か
っ
た
側
面
も
あ
る
。
実
際
、
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図表６　PEPの口座開設数と年間投資額
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投
資
枠
の
確
保
と
し
て
Ｐ
Ｅ
Ｐ
導
入
当
初
は
投
資
信
託
へ

の
投
資
額
（
割
合
）
を
制
限
し
て
い
た
。
し
か
し
、
投
資

信
託
へ
の
資
金
シ
フ
ト
を
問
題
と
政
府
が
捉
え
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
政
府
は
後
に
投
資
信
託
へ
の
投
資
制
限
を
解

除
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て

政
府
は
意
図
と
大
き
く
反
し
て
い
た
、
ま
た
は
以
後
に
な

っ
て
問
題
と
は
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
終
的
に
は
、
間
接
的
に
で
あ
っ
て
も
「
会
社
の
所
有
者
」

た
る
国
民
が
増
加
し
、
そ
の
資
金
が
資
本
市
場
に
流
れ
た

こ
と
で
一
定
の
成
果
が
上
が
っ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ

う
。た

だ
し
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
に
お
い
て
は
投
資
可
能
商
品
が
限
定

的
で
あ
り
、
投
資
対
象
を
よ
り
広
げ
る
必
要
が
あ
る
と
の

指
摘
も
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
Ｐ
Ｅ

Ｐ
の
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
一
九
九
九
年

に
は
新
規
申
込
み
が
停
止
さ
れ
て
、
つ
ぎ
に
述
べ
る
Ｔ
Ｅ

Ｓ
Ｓ
Ａ
と
の
統
合
に
よ
る
Ｉ
Ｓ
Ａ
導
入
が
進
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
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図表７　PEP利用による投資残高の推移と内訳
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（
２
）
特
別
非
課
税
貯
蓄
口
座
（
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
）
の
導
入
背
景
と
展
開

Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
一
九
九
一
年
に
導
入
さ
れ
た
貯
蓄
奨
励
制
度
で
、
そ
の
概
要
は
、
五
年
間
に
限
り
一
年
度
あ
た
り
一
八
〇
〇
ポ
ン

ド
（
初
年
度
の
み
三
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）
を
上
限
と
す
る
預
金
へ
の
非
課
税
制
度
で
あ
っ
た
（
五
年
間
は
据
え
置
き
）。
具
体
的
に
は
、

Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
を
銀
行
ま
た
は
住
宅
金
融
組
合
に
開
設
し
、
そ
こ
に
預
け
入
れ
ら
れ
た
銀
行
預
金
ま
た
は
住
宅
金
融
組
合
出
資
金
等
に

つ
き
元
本
九
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
上
限
に
利
子
を
非
課
税
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
年
が
経
過
し
た
後
は
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

Ａ
」
を
開
設
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
も
う
五
年
間
の
利
子
非
課
税
措
置
が
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

Ａ
を
開
設
し
て
も
元
本
九
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
と
い
う
上
限
は
引
き
上
げ
ら
れ
ず
、
単
純
に
非
課
税
期
間
が
延
長
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
よ
う
な
上
限
の
引
上
げ
が
措
置
さ
れ
な
か
っ
た
点
か
ら
、
政
府
は
意
図
し
て
そ
の
よ
う
な
形
式
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
の
利
用
者
は
非
課
税
効
果
を
Ｐ
Ｅ
Ｐ
ほ
ど
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
が
導
入
当
初
に
拡
大
し
な
か
っ
た
こ
と
と
こ
と
な
り
、
少
額
か
ら
始
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

導
入
後
ま
も
な
く
利
用
者
が
拡
大
し
た
。
一
九
九
一
年
一
月
の
導
入
か
ら
た
っ
た
二
ヶ
月
間
の
同
年
三
月
ま
で
に
、
銀
行
と
住
宅
金

融
組
合
を
合
わ
せ
て
二
〇
八
万
二
〇
〇
〇
口
座
（
Ｐ
Ｅ
Ｐ
の
初
年
度
は
二
七
万
口
座
）
開
設
さ
れ
、
翌
年
度
は
初
年
度
の
反
動
で
減

少
し
た
も
の
の
九
八
万
二
〇
〇
〇
口
座
が
開
設
さ
れ
た
（
図
表
８
）。
と
は
い
え
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
年
度
内
預
入
可
能
資
金
額
が
一

八
〇
〇
ポ
ン
ド
と
Ｐ
Ｅ
Ｐ
（
一
九
九
一
年
度
時
点
で
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
）
に
比
べ
て
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
利
用
残
高
は
増
加

し
た
も
の
の
Ｐ
Ｅ
Ｐ
ほ
ど
の
額
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
の
ち
に
業
態
間
の
資
金
移
動
と
い
う
面
で
問
題
が
生
じ
た
。
簡
潔
に
述
べ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
Ｐ
Ｅ

Ｐ
で
は
投
資
信
託
が
投
資
先
の
大
部
分
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
投
資
信
託
に
向
か
っ
た
資
金
は
固
定
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、

そ
の
額
も
制
度
設
計
上
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
に
比
較
し
て
ず
っ
と
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
に
資
金
調
達
の
大
き
な
部
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分
を
頼
っ
て
い
た
住
宅
金
融
組
合
に
お
い
て
、
資
金
が
集
ま
り
難
く
な
る
と

い
う
問
題
が
生
じ
た
。
ま
た
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
の
年
度
内
預
入
可
能
資
金
額
が

一
八
〇
〇
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
非
課
税
制
度
を
利
用
し
た
い
個
人

は
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
を
優
先
的
に
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
額
を
超
え
る

資
金
は
Ｐ
Ｅ
Ｐ
へ
と
回
す
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
預
金
利

子
の
免
除
で
あ
っ
た
一
方
で
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
は
再
投
資
さ
れ
た
配
当
金
や
キ
ャ
ピ

タ
ル
ゲ
イ
ン
に
対
す
る
税
も
免
除
さ
れ
た
。
す
る
と
個
人
に
と
っ
て
メ
リ
ッ

ト
が
大
き
い
の
は
Ｐ
Ｅ
Ｐ
で
あ
り
、
こ
れ
も
個
人
が
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
よ
り
Ｐ
Ｅ

Ｐ
を
選
好
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
ま
た
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
非
課
税
措
置

を
受
け
る
た
め
に
は
資
金
を
五
年
間
据
え
置
く
必
要
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が

利
用
者
に
不
便
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
と
く
に
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ

Ａ
に
資
金
調
達
の
多
く
を
頼
っ
て
い
た
住
宅
金
融
組
合
の
側
か
ら
、
両
制
度

間
の
不
均
衡
を
解
消
す
る
こ
と
の
要
望
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

が
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
側
か
ら
み
た
一
九
九
九
年
の
制
度
改
革
、
す
な
わ
ち
Ｐ
Ｅ

Ｐ
と
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
を
統
合
し
た
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
導
入
へ
と
つ
な
が
っ
た
大
き
な
要

因
で
あ
る
。
な
お
、
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
も
Ｉ
Ｓ
Ａ
へ
と
統
合
さ
れ
て
廃
止
さ
れ
る

に
あ
た
り
、
既
存
の
口
座
は
期
限
ま
で
有
効
と
さ
れ
た
。
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2003
843
509

2002

住宅金融組合 合計
口座数

1991 1,351 2,082
1992 2,065
1993 2,559
1994 2,875 4,053
1995 3,046 4,299
1996 2,965
1997 2,881 4,738
1998 1,067
1999 1,989

銀行
残高 口座数 残高 口座数 残高
3,847 731 1,654 5,141
7,215 999 3,197 3,064 10,412

11,322 1,135 4,694 3,694 16,016
15,409 1,178 5,974 21,383
18,457 1,253 7,129 25,586
17,881 1,476 6,664 4,441 24,545
17,603 1,857 8,545 26,147
8,718 3,396 19,066 5,003 27,784

10,452 3,567 19,792 5,556 30,244

4,916 1,798 7,261 2,641 12,177
3,154 1,082 4,657 1,591 7,811

2001 1,154 6,447 2,510 12,161 3,664 18,683
2000 1,958 10,869 3,281 18,948 5,239 29,816

図表８　TESSAの口座数および残高推移

（1,000口座、100万ポンド）



お
わ
り
に

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
ま
ず
Ｐ
Ｅ
Ｐ
と
し
て
個
人
株
主
の
増
加
を
意
図
し
た
証
券
投
資
優
遇
税
制
が
制

度
化
さ
れ
、
つ
ぎ
に
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
と
し
て
貯
蓄
率
向
上
を
意
図
し
た
優
遇
税
制
が
追
加
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
改
善
し

た
双
方
併
せ
持
つ
か
た
ち
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
導
入
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
、
Ｐ
Ｅ
Ｐ
と
Ｔ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
の
両
建
て
で
あ
っ
た
時
期
と
同
様
に
、
貯
蓄
よ
り
証
券
投
資
に
よ
り
多
く
の
制
度
的
優
遇

措
置
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
投
資
信
託
市
場
へ
の
資
金
誘
導
を
促
し
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
投
資
信
託
市
場
と
そ
の

先
に
あ
る
資
本
市
場
の
一
助
と
な
っ
た
側
面
も
あ
る
。
日
本
で
も
二
〇
一
四
年
一
月
に
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
導
入
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
も
ち
ろ
ん
違
い
は
あ
れ
ど
も
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
い
う
株
式
型
の
み
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
長
引
く
不
況
と
高
齢
化
な
ど
か
ら

貯
蓄
率
が
低
下
し
て
い
る
と
は
い
え
、
日
本
の
個
人
金
融
資
産
の
多
く
が
現
在
も
銀
行
預
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
は
資

金
を
と
く
に
投
資
信
託
へ
と
誘
導
し
、
結
果
と
し
て
個
人
資
産
形
成
を
促
す
こ
と
に
く
わ
え
、
資
本
市
場
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
こ

と
も
期
待
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
現
状
と
展
開
を
把
握
し
、
ま
た
今
後
を
注
視
す
る
こ
と
は
、
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
考
え
る
意
味

で
も
意
義
が
あ
ろ
う
。

注（
１
）

H
M

R
evenue

&
C

ustom
s

﹇
二
〇
一
三
﹈、
日
本
証
券
業
協
会
﹇
二
〇
一
二
﹈、
斉
藤
﹇
二
〇
〇
三
﹈
を
参
考
と
し
た
。

（
２
）

H
M

R
evenue

&
C

ustom
s

﹇
二
〇
一
三
﹈
よ
り
。

（
３
）

日
本
証
券
業
協
会
﹇
二
〇
一
二
﹈
を
参
考
と
し
た
。

（
４
）

こ
の
点
は
、
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
間
の
移
管
に
関
し
て
は
制
限
が
あ
る
。
す
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な
わ
ち
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
、
他
業
者
の
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
移
管
が
可
能
だ
が
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
へ
の
移
管
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
預
金
型

Ｉ
Ｓ
Ａ
は
他
業
者
の
預
金
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
も
株
式
型
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
も
移
管
が
可
能
で
あ
る
。

（
５
）

Ｈ
Ｓ
Ｂ
Ｃ
投
資
信
託
﹇
二
〇
一
三
﹈
Ｐ．

９
を
参
考
と
し
た
。

（
６
）

Ｈ
Ｓ
Ｂ
Ｃ
投
資
信
託
﹇
二
〇
一
三
﹈
お
よ
び
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
投
信
﹇
二
〇
一
三
﹈
を
参
考
と
し
た
。

（
７
）

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
た
統
計
デ
ー
タ
に
よ
る
。

（
８
）

斉
藤
﹇
二
〇
〇
三
﹈
を
参
考
と
し
た
。

（
９
）

こ
れ
は
当
然
、
個
人
資
産
形
成
の
奨
励
と
同
時
に
資
本
市
場
活
性
化
の
意
図
も
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
10
）

住
宅
金
融
組
合
へ
の
預
金
者
（
出
資
者
）
に
は
、
銀
行
転
換
に
伴
い
株
式
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
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